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№ 議案番号 件          名 頁 

1 第 50号議案 吉川市立学校設置条例等の一部を改正する条例 1 

2 第 51号議案 訴えの提起について 4 

3 第 52号議案 公平委員会委員の選任について 5 

4 第 53号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について 7 

5 第 54号議案 令和２年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 9 

6 第 55号議案 令和２年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 
10 

7 第 56号議案 令和２年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
11 

8 第 57号議案 令和２年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
12 

9 第 58号議案 令和２年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 
13 

10 第 59号議案 令和２年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業

特別会計歳入歳出決算の認定について 
14 

11 第 60号議案 令和２年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて 
15 

12 第 61号議案 令和２年度吉川市下水道事業会計決算の認定について 16 

13 第 62号議案 令和３年度吉川市一般会計補正予算（第６号） － 

14 第 63号議案 令和３年度吉川市介護保険特別会計補正予算（第２号） － 

15 第 64号議案 令和３年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業

特別会計補正予算（第１号） 
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第５０号議案 

   吉川市立学校設置条例等の一部を改正する条例 

 （吉川市立学校設置条例の一部改正） 

第１条 吉川市立学校設置条例（昭和４７年吉川町条例第４号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

別表第１（第２条関係） 

 小学校 

名称 位置 

略 

吉川市立栄小学校 吉川市中央三丁目２６番

地１ 

略 

  

別表第２（第３条関係） 

 中学校 

名称 位置 

略 

吉川市立中央中学校 吉川市中央二丁目２１

番地１ 

略 

  

 

別表第１（第２条関係） 

 小学校 

名称 位置 

略 

吉川市立栄小学校 吉川市大字吉川６１５番

地１ 

略 

  

別表第２（第３条関係） 

 中学校 

名称 位置 

略 

吉川市立中央中学校 吉川市大字吉川２３４

番地１ 

略 

  

 

 （吉川市学童保育条例の一部改正） 

第２条 吉川市学童保育条例（昭和５２年吉川町条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 
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  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

 

別表（第１条関係） 

名称 位置 

略 

栄学童保育室 

略 

略 

吉川市中央三丁目２７番地１ 

略 

  

 

別表（第１条関係） 

名称 位置 

略 

栄学童保育室 

略 

略 

吉川市大字吉川６１３番地 

略 

  

 

 （吉川市老人福祉センター条例の一部改正） 

第３条 吉川市老人福祉センター条例（昭和５４年吉川町条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （設置） 

第１条 老人に対して各種の相談に応ずるととも

に、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシ

ョンのための便宜を総合的に供与するため、老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５

条第５項の規定に基づき、吉川市老人福祉セン

ター（以下「センター」という。）を吉川市中

央三丁目５０番地４に設置する。 

  

 

 （設置） 

第１条 老人に対して各種の相談に応ずるととも

に、健康の増進、教養の向上及びレクリエーシ

ョンのための便宜を総合的に供与するため、老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５

条第５項の規定に基づき、吉川市老人福祉セン

ター（以下「センター」という。）を吉川市大

字吉川９６４番地に設置する。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和３年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 越谷都市計画事業吉川中央土地区画整理事業における換地処分の公告が令和３年８月６

日に実施されたことに伴い、その翌日から地区内の町名地番を変更したため、当該地区内

に設置している公共施設の所在地を変更したいので、この案を提出するものである。 
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第５１号議案 

   訴えの提起について 

 次のとおり土地明渡請求事件に関し訴えを提起することについて議決を求める。 

１ 相手方  住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

       氏名 ○○○ 

２ 事件名  土地明渡請求事件 

３ 事件の内容及び請求の趣旨 

  越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業の施行に当たり、土地区

画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１００条の２の規定により市が管理すること

となった吉川市大字高久字小帳８４１番１０（以下「本件土地」という。）に相手方が

単管パイプ等による囲いや棚等の構築物を残置し占有していることから、明渡しを求め

たが、これに応じなかったため、本件土地の明渡し及び訴訟費用の負担を求める。 

４ 事件に関する取扱い 

 (1) 代理人弁護士を選任し、訴訟を遂行する。 

 (2) この訴えにおいて必要があるときは、適当と認める条件で相手方と和解することが

できる。 

 (3) 判決の結果、必要がある場合は、上訴するものとする。 

  令和３年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 土地明渡請求事件に関して訴えを提起したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１２号の規定により、この案を提出するものである。 
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第５２号議案 

   公平委員会委員の選任について 

 公平委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ 

   氏  名 森山健次 

   生年月日 ○○○○○○○○○○ 

  令和３年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 公平委員会委員の森山健次氏が令和３年９月２１日をもって任期満了となるため、再度

選任することについて同意を得たいので、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

９条の２第２項の規定により、この案を提出するものである。 
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経 歴 書 

 

氏  名 森山健次 

生年月日 ○○○○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

経  歴  

平成２１年１０月 ○○○○○○ 

平成２２年１２月から 
○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ 
 

現在に至る 

平成２９年 ９月から 
吉川市公平委員会委員 

現在に至る 
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第５３号議案 

   固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   氏  名 戸井田均 

   生年月日 ○○○○○○○○○○ 

  令和３年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 固定資産評価審査委員会委員の戸井田均氏が令和３年９月１６日をもって任期満了とな

るため、再度選任することについて同意を得たいので、地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
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経 歴 書 

 

氏  名 戸井田均 

生年月日 ○○○○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○○○ 

経  歴  

昭和４５年 ４月から 
○○○○○○○○○○ 

昭和４７年 ３月まで 

昭和５３年 ４月から 
○○○○○○○○ 

昭和５５年 ８月まで 

昭和５７年 ４月から 
○○○○○○○○○○○○ 

現在に至る 

平成２１年 ９月から 
吉川市固定資産評価審査委員会委員 

現在に至る 
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第５４号議案 

令和２年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２年度吉

川市一般会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和３年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人 
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第５５号議案 

令和２年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２年度吉

川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和３年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人 
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第５６号議案 

令和２年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２年度吉

川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和３年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人 
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第５７号議案 

令和２年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２年度吉

川市介護保険特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和３年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人  
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第５８号議案 

令和２年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２年度吉

川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和３年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人 
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第５９号議案 

   令和２年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和２年度吉

川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意

見を付けて認定に付する。 

  令和３年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人 
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第６０号議案 

   令和２年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和２年

度に生じた利益について令和２年度吉川市水道事業剰余金処分計算書（案）のとおり処分

することについて議決を求め、同法第３０条第４項の規定により、令和２年度吉川市水道

事業会計決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和３年９月２日提出 

吉川市長 中原恵人   
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第６１号議案 

   令和２年度吉川市下水道事業会計決算の認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和２年

度吉川市下水道事業会計決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

  令和３年９月２日提出 

                             吉川市長 中原恵人 

 

 

 


